
令和２年

第４回市議会定例会 議案第１７号

函館市都市公園条例の一部改正について

函館市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和２年１２月１日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市都市公園条例の一部を改正する条例

函館市都市公園条例（昭和３３年函館市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条の９中「第２条第１３号」を「第２条第１５号」に改める。

別表４備考以外の部分中「４４０」を「５１０」に，「６８０」を「

７９０」に，「９２０」を「１，１００」に，「４００」を「４６０」

に，「６３０」を「７３０」に，「８７０」を「１，０００」に，「40」

を「４６」に，「４」を「５」に，「７９０」を「９１０」に，「１７」

を「１９」に，「２４」を「２７」に，「３６」を「４１」に，「４７」

を「５５」に，「７１」を「８２」に，「９５」を「１１０」に，「

１７０」を「１９０」に，「２４０」を「２７０」に，「４７０」を「

５５０」に，「３３０」を「３８０」に改める。

附 則

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表４の規定は，この条例の施行の日以後の占用に係る占

用料について適用し，同日前の占用に係る占用料については，なお従

前の例による。



（提案理由）

都市公園の占用料の額を改定し，および高齢者，障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い規定を整備するため


